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加藤一郎

ジェームズ・ M プキャナ γ の「財政理論」は， これまでの財政学の研究史と研究方

法から，意図的に逸脱しようとしている。 プキャナン自身白言葉によれば「ζれは，財

政学の正lP'tEI'J学問について白告発であるJ(313ベーン〕。そして，本書の中心的な設定は，

一見するとラディカルな印象を与える， 社会を構成する個々人が「財政過程に参加する

ことによっ C，財政選択をおこなう。J(313-ミージ〉という設定である。

この個人による財政選沢の問題は，これまでの財政学が看過してきたものである。 し

かし，民主主義社会においては，直接的にであれ，また間接的にであれ， 個人が財政選

択をおこなっている。つまり，各人は同等の効力を持つ一票を有L，そして，最終的な

財政選択はこ白 1投果」により決定されるりである。 したがって，個人による財政選択

という設定は民主主義社会に最も適する設定であり， 民主主義社会ではこの設定にもと

づく財政理論がうちたてられねばならない。 これがプキャナンの「財政理論」の新しい

視角である。

この視角から，プキャナンはいままで無視されてきた理論り再評価をも試みるo 本書

の訳者の言葉を借りて述べるならば， ブキャナソは財政現象を「広義の伝統的な財政理

論とは『異なった窓』から展望J(340ベージ)する。 ζ こで，広義司伝統的な財政理論

とはケインズ派も含めたマクロ分析としての英米派財政理論であり r異なった窓」は

スウェーテ。ンとイタリアの財政理論を意味するといわれる。本書では， とくにプグィア

エの再評価に力点がおかれている。本書を読む場合念頭におかなければならない第ー

の点は，この本書白新しい視角が何を意味するかである。

次に，本書は具体的な，現実的な諸問題をとりあっかうのではなし 抽象的な議論を

中心として展開される。 だが，この抽象的な議論を支えている本蓄の意図，あるいは現

代資本主義の諸問題を念頭におきながら読んでし、く必要があろう。

最後に， 本書はサムエルソ γやマスグレープなどにより， 精力的に展開されている

「公共経済学」の流れのなかに位置づけられている。 この「公共経済学」との関連につ

いても念頭においておく必要があろう G

以ょの三点を念頭におきながら，本書白書評をおとなっていきたい。
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I 公共支出と租税の「架橋」

一一公共財自費用と便益一一

初めに， 新規・指途別・当該期間に便益が享受されるなど六つの条件をもっ租税方式

がモデノレとして設定される (25ベージ〉。それは「望ましいもの」であるからではなし

この租税方式が「個人的選択。不確実性を最少にするものと考えることができる。J(29 

ベージ〉からである。 したがって，この六つの条件が変更され租税方式が複雑化官る与

とは「不確実性」の増大につながる。 また，この租税方式。複雑化は「選択対象。十分

な，そして完全な知識を個人がえるJ (28ベ ジ〕ための費用， すなわち情報収集の費

用主増大させる。

こζで I不確実佳」は公共財旧費用〈価格〕つまり租税と， 公共財の便益との関係

がー甚』守に紡があわきれていないという意味であり， 情報収集D費用とはその公共財の

費用と便益の関連を認識するための費用である。 もちろん，この情報収集の費用は公共

財D予想、費用と予想便益を計測するための費用としてあらわれる。

それでは，最初のモデルが不確実性も少し情報収集の費用も少いのである白に， 何

故最も望ましいものと言えないのであろうか。 こζでは，租説方式そのもりの選択は問

題とならず， 与えられた租税方式のもとで個人がいかなる反応を示すかということが問

題とされているかbである。 プキャナンは，第 I部で公共財についての個人的選択を，

第E部では制度についての個人的選択をとりあつかったと述べている (235ベージ)が，

この個人的選択の意味は，公共財の拡大あるいは縮少に， または租税方式の変更に個人

がいかなる反応を示すかということと閉じ質のものである。租税方式が複雑化すること

は3 この個人目反応がプキャブンの意図からみて「望まし〈なし、」のである。つまり，

租税方式が復雑化すると公共財の費用と便益の関係が「不確実性」をともなうものとな

り，また情報収集の費用が増大するために， 個人は公共財の費用と便益の関係を認識し

に<<なる。 したがっ亡，一方では公共支出の増大に賛成しながら，他方では租税の削

減を求めるという事態になる G プキャナンの問題意識は， このような個人の反応をいか

にして防ぐかという点から伊，発しているようである。

このことから， プキャナンは租税と公共支出との「架橋J. つまり租税方式と公共支

出とをワン・セッ lにして個人に選訳をせまる必要性を強調する。 しかし，現実の租税

方式と公共支出との関連が， 納税者個人の立場から選択可能な組み合わせとみなすのは

現実の事態の単純化，さらにいえば一面化にすぎることは言うまでもない。すなわち，

租税点式り種々の形態と公共サーヒeスの聞には資本蓄積機構が介在しており， 大企業は

納税者個人の公金をしぼしぼ私的に占有する。租税方式と公共支出をワン・セットにL
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て納税者個人の選択をせまるという考え方は， ζの公金の民主主義的な管理3 統制，大

企業による公金の私的占有の防止という最も重要な問題を由きにLて提起されているの

である u プキ γナソのいう租税と公共支出の「架橋」は， 形式的には納税者伺人の選択

権を保障するかにみえるが， 実質的には民主主義的権利を制限するものである。

ところで， この租税と公共支出との関連が分断されている大きな理由のーっとして制

度的条件がある， とプキャナンはいう。 rここで，論議されている， 承認された支払と

容認きれた租税との聞に生じうるギャップは， 財政過程を二つり部分に分けている制度

上のセッティソグにおける 個人の選択から生ずるということが， 強調されねぽならな

L 、。J(100ベ-'/)。 プキャナンはこの問題に立ち入ることに慎重な屯町主をみせてL唱。

しかし， 念頭には，租税と公共支出とり「架橋」をおこなうための制度的条件の改革二

行財政制度の改革を指向していると考えられる。 ζ田租税と公共支出り「架橋」を制度

的条件の変更にまで押しすすめようとする立場は， 行財政機構を租税徴収とサーゼス提

供という対応閣係でのみつかもうとするものであること陪明らかである。それは， P. P 

B.Sの議論に示されるように立法府による民主主義的な予算統制を後退させ，行政権の

優位を確立しようとする立場につながる。住民自治，議会，公務員の権利と姿勢など具

体的な行財政機構自分析を故きにした「架橋」は何ら民主主義を保障するものではない。

以上，プキャナシの最初の議論白筋をたどり在がら， 本書の「個人による財政選択」

とレう中心的設定が，現実に個人に財政選択を保障するというもりではなし 与えられ

た租税方式， あるいは租税方式の変更がいかなる反応を個人にとらせるかということで

あり， 租税と公共支出に対する納税者個人の民主主義的統制を何ら保障するものでなレ

ことを明らかにしたの これまでの財政学の研智史に対するプキャナンの激しい批判にも

かかわらず「財政学の正統的な学問」の最も基本的な論点の一つをあいまいにしたまま

本書は展開されているのである。租税の権力的=行政的な性格や，資本主義的占有の問

題をぼかし，議論を個人の反応の点に集中Fる。 このように Lて，租税申国民経済に対

する関係を，個人のJむ理 財政心理学 へ転換し， 現実の経済社会捗j曹が持つ諾矛

盾をもののみごとに全〈の個人的な諾関係に還元してしまうのである。

II 7<スカル・イリュージョン

さて，租税方式の複雑化は公共財の費用認識， あるいは便益認識についてイリ晶 ジ

ョンを生みだすようになる。このフイスカル・イリュージョンを説明するために， ブキ

ャナ γ はプヴィア =の説を検討している。 これは本書の視点を確認する王えで極めて

重要である。何故なら，プキャナンの新しい視角=従来町財政理論とは「異った窓口」

ほp このプグィアーニのものにiliJならなL、からである(149ベーシ〕。
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プヴィア エは， イリ ι ージョンを「も L被支配グループの抵抗とか不満を最少イじす

るりが目的であるならば， どのような行動がとられるべきか。J (141ページ〉という視

点から考察する。こ0:>I被支配グル プの抵抗とか不満を最少化するJiという， 士索の

操作・管理という立場からとりあげられているイリュージョンが， プキャナンのいう民

主主義的セヅテインクーにおいては「公共財やサ ピスと， 私的市場品程を通じて生産さ

れる財やサ ピスの問の選択が， できるかぎり『中立的』かつ『ゆがみりない』ものに

とどまることができるようなく'あいに，集合的決定方式の構造を通じて， 個人に公共財

とサーピスの『購入』を可能とするような規範J(150へ-'./)としてり視点から考察き

れる。

民主主義的セヅティングでは， 公共財と私的財の選択が同一白条件。もとにおいて，

すなわち公共財と私的財とり選択が市場機構における財やサ ピスの選択の条件=価格

メカニズムを用いることによっておこなわれなければならないとする主張である。 i予

備的段階としてs 経済学者のモデルを政治的選択に拡張していくこと， そしてどれだけ

の説明がえられるのか検討していくことが有用である。J(186ベーν〕。 また I政治的

決定は，他のどりような決定とも同じように， 費用と便益田関係 Eうまく論じるよとが

できる。J(187ベージ〉とのべていることからも明らかな土うに，経済過程における費用

と便益の関係が政治過程における費用と便益田関係を律するものとしてとらえ， その視

点からイリュージョ γを考察しているのである。

と〈に，プキャナンは種々の統計・調査を引用して， 一般にイりューショ γによる公

共財の「費用認識の欠如J(212-" ジ〉があると結論している。 これは，公共財の供給

「価格」を私的財り供給価格にまで引き上げるべきである， という主張につながるであ

ろう。 したがって，プヴィアーニ白提起したイリュージョンはプキャナンのいう民主主

義的セッティングにおきかえられることにより， 公共財と私的財由選択が正確におこな

えるような条作，つまり公共財の供給士私的財 D供給D際の規範で律すべ!.-， とL、う主

張となって現われる。とれが， I経済による政治のほり〈ずしJ，つ主り資本蓄積のため

に政治機構を私的に利用すること， あるいはそのために国民に租税等々の高負担を強要

する論理となりうることはいうまでもない。 I従来の財政学」の重要な論点目一つであ

った財政による所得の再配分， 貧者に対する最底限度の生活保障と L、う視点は全〈欠落

してしま勺ているのである。

TlI 組織的政，歯過程と市場機構

プキャナ γ は， 公共財の選択にお吋』る民主主義的セッティ γ グを各人が同等の効力を

有する「一票」をもっという点に求める。個人は情報D不確実性と情報収集費用， つま
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り「投票」に参加する費用を考慮するとき， それが予想便益をうわまわらない場合には，

「投票」に参加しない乙とも合理的である。 したがって，組織的政治過程「の市場機構

の規範の導入は「投票」権そのものの放棄さえ 4合理化されるのである。 しかも， I民

票」する場合には公共財の費用と便益の関係について， 十分熟知していることが要求さ

れる。 I中位以下の所得をもった回答者は，一つのサプ・グノレ プとして， 支払った組

税額を過大評価する傾向がある。J(却2ベ ジ〕また，ワクスタフ町調査結果によれば，

「租税が『不公平』であると回答した個人は， 租税負担額の概算額と実際額との間に，

きわめて広い誤差の範囲がみられる傾向があった。J(却2ページ〉としづ認識白うえにた

って，公共財の費用と便益の関係を十分に熟知することを要求する白である。

さらに， そのさい「防衛のような純粋に一般的な公共財には構造上の変化はほとんど

おこりえなし、。それよりいくらか個人に密接な関係にある公共財やサーピスについては，

ある種目方式 1ーの変化が可能であり， そして，それらについて研究り仮説を定式化し，

また，検証していくことができる白である。」く210ベ ジ〉として，考察の中心を「防衛

のような純粋に一般的な公共財」についてではなく 「個人に密接な関係にある公共財や

サ ピス」たとえば，教育や医療においているのである。

したがって，この市場機構の規範を組織的政治過程に適用しようとする問題は， 個人

の民主主義的権利そD もDの「放棄」すら「合理化JL とりわけ貧者や租税が不公平

であると考える者に「受益者負担原則」を強要し， そしてその実行白ための制度的条件

り改革を「個人に密接な関係にある公共財やサーピス」つまり民生部門の行財政制度の

改草主中心としておこなおうとするもりであるといえよう。 これはz あきらかに財政危

機の深化と社会資本充実政策の新しい段階における財源。動員問題としてきわめて重要

な意義をもつものである。

IV おわりに

般に公共経済学は財政理論における利益説の復活である左いわれる。本書でも

「個人にとって， 租税は，政府がかれの便益のために供給する財とサ ピスの「価格』

であり r費用』である。J(95ベージ〉とりべ， 租税=価格としてとらえ，利益説白立

場をとっ 1いる。 しかし，本書り議論が応能説と根本的に対ムLするところの議論である

と考えるととはできない。プキャナ γ 自身が[いわゆる『支払能力』の原則でさえ， あ

る言外0)r支払の自発性』をともなっておりJ (117ベージ〕とのべていることからも明

らかなように，両者を対立する理論としてあつかっている白ではない。

「応益説は，そのはじめ， もしも政府が国民に何らかの利益を与えなければ納税を拒

否するという納税義務者の論理として発足したがs 現代ではおそらく， 政府はかくかく
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の利益を与えているから課税の根拠ありとする課税当局者の論理として生き残ってL、

る。J(島恭彦「財政学概論J82へージ〉。 この課税当局者の論理に変質しτしまった応

益泊が木書で主張古れている四である。 それはp 経済科学の一分科としての財政理論で

はなし課税当局者の論理なのである。

結局，本書は一方における公共支出増大の圧力と， 一方における減税要求の激化によ

り慢性的な財政赤字を生みだしているアメりカの財政危機を， 教育や医療などの「個人

に密接な関係にある」公共財の供給を， 市場機構つまり私的独占日財やサ ビスの供給

の際の規範によって律し， イデオロギー的には貧者や租税に不満をもっ者を中心として

公共財の費用と便益の 義的関連づけを強要し， さらにそれが効力を持つように民生部

門を軸とする行財政制度D改革をおこない， いっそうの大衆課税=受益者負担原則の強

化により財源の動員をはかろうとする「課税当局者。論理」であるといえよう。一見ラ

ディカノレで，また洗練された費用・効果分析を備え， 心理分析をも用いた新しい財政理

論は，実はきわめて古いものであり， その上につぎきされたものにすぎなかったのであ

る。〔完)

一一これは，財政学研究会の討論をもとにして書いたも目である。


